
JP 2010-54430 A 2010.3.11

10

(57)【要約】
【課題】投光側反射手段の回転位置を検出する構成を、
より小型に、且つ簡易なものとすることができ、装置全
体の小型化、軽量化を効果的に図りうる位置検出装置を
提供する。
【解決手段】位置検出手段１は、回転可能なビームスプ
リッタ５０により、光源２からの検出光Ｌ１の少なくと
も一部を空間に向けて投射すると共に、検出物体からの
反射光を、凹面鏡２０及びフォトダイオード２５を用い
て検出している。さらに、フォトダイオード２５とは異
なる位置に受光センサ１０が設けられており、ビームス
プリッタ５０が所定の回転位置となったときには、ビー
ムスプリッタ５０に入射した検出光の少なくとも一部が
導光手段によって導かれ、受光センサ１０に受光される
。そして、この受光センサ１０による検出結果に基づい
て、ビームスプリッタ５０の回転位置が検出される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指向性を有する検出光を発する光源と、
　前記光源からの前記検出光の少なくとも一部を空間に向けて反射する反射面を備えた投
光側反射手段と、
　前記投光側反射手段を所定の中心軸を中心として回転させる回転機構と、
　前記回転機構を駆動する駆動手段と、
　前記空間に位置する検出物体からの反射光を受光する第１の受光手段と、
　前記投光側反射手段の前記反射面にて反射された前記検出光が前記検出物体に照射され
たときに、当該検出物体からの前記反射光を前記第１の受光手段に向けて反射する受光側
反射手段と、
　前記投光側反射手段から発せられる前記検出光を受光する第２の受光手段と、
　前記投光側反射手段が所定の回転位置となったときに、当該投光側反射手段の前記反射
面にて反射された前記検出光、又は前記反射面を透過した前記検出光を、前記第２の受光
手段に導く導光手段と、
　前記第２の受光手段による検出結果に基づき、前記投光側反射手段の回転位置を検出す
る回転位置検出手段と、
　を備えたことを特徴とする位置検出装置。
【請求項２】
　前記受光側反射手段は、凹面鏡からなることを特徴とする請求項１に記載の位置検出装
置。
【請求項３】
　前記導光手段は、前記投光側反射手段が前記所定の回転位置となったときに、当該投光
側反射手段から発せられる前記検出光の経路上に位置し、且つ当該導光手段に入射する前
記検出光を前記第２の受光手段に導く導光部材を有してなることを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載の位置検出装置。
【請求項４】
　前記導光部材は、光ファイバからなることを特徴とする請求項３に記載の位置検出装置
。
【請求項５】
　前記導光部材は、屈折率の異なる複数の複数材料を組み合わせてなる光導波路からなる
ことを特徴とする請求項３に記載の位置検出装置。
【請求項６】
　前記投光側反射手段は、当該投光側反射手段に入射する前記検出光の一部を前記反射面
にて反射する第１の反射部と、前記反射面を透過する前記検出光を前記反射面とは異なる
方向に反射する第２の反射部と、を有するビームスプリッタからなり、
　前記導光手段は、前記第２の反射部を有してなることを特徴とする請求項１から請求項
５のいずれか一項に記載の位置検出装置。
【請求項７】
　前記ビームスプリッタが前記所定の回転位置となったときに前記第２の反射部にて反射
した前記検出光が前記第２の受光手段で受光され、
　前記ビームスプリッタが前記所定の回転位置とは異なる第２の回転位置となったときに
前記第１の反射部にて反射した前記検出光が前記第２の受光手段で受光されることを特徴
とする請求項６に記載の位置検出装置。
【請求項８】
　前記受光側反射手段は、前記投光側反射手段と連結され、当該投光側反射手段と共に前
記中心軸を中心として回転する構成をなし、
　前記モータは、前記中心軸と異なる位置で回転する駆動軸を有し、
　前記受光側反射手段と前記投光側反射手段とが一体化してなる投受光ユニットに対し、
前記駆動軸の駆動力を伝達する伝達機構が設けられていることを特徴とする請求項１から



(3) JP 2010-54430 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

請求項７のいずれか一項に記載の位置検出装置。
【請求項９】
　指向性を有する検出光を発する光源と、
　前記光源からの前記検出光の少なくとも一部を空間に向けて反射する反射面を備えた投
光側反射手段と、
　前記投光側反射手段を所定の中心軸を中心として回転させる回転機構と、
　前記回転機構を駆動する駆動手段と、
　前記空間に位置する検出物体からの反射光を受光する第１の受光手段と、
　前記投光側反射手段の前記反射面にて反射された前記検出光が前記検出物体に照射され
たときに、当該検出物体からの前記反射光を前記第１の受光手段に向けて反射する受光側
反射手段と、
　前記投光側反射手段が所定の回転位置となったときに、当該投光側反射手段の前記反射
面にて反射された前記検出光、又は前記反射面を透過した前記検出光を、前記第１の受光
手段に導く導光手段と、
　前記第１の受光手段による検出結果に基づき、前記投光側反射手段の回転位置を検出す
る回転位置検出手段と、
　を備えたことを特徴とする位置検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置検出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、空間に存在する検出物体までの距離や方位を検出する技術として例えば特許
文献１のようなレンジセンサが提供されている。この特許文献１の装置では、投光ミラー
及び受光ミラーを一体的に回転させる構成とし、光源からの光を回転軸に沿って投光ミラ
ーに入射させると共に、投光ミラーで反射した光を空間に向けて投射している。そして、
空間に存在する被投射体（検出物体）からの光を受光ミラーで反射させて受光器に導入し
、受光器での受光結果に基づいて被投射体までの距離や方位を検出するようにしている。
【特許文献１】特開平２００５－５５２２６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１で提供される技術の場合、受光ミラーの回転位置の検出をレ
ゾルバやロータリエンコーダなどによって行おうとしており、装置構成の大型化を招きや
すいという問題がある。特に、特許文献１のように、受光ミラーのカバー等と一体化され
た回転軸を中空構造モータで駆動するといった比較的大掛かりな構成の場合、レゾルバや
ロータリエンコーダなども大型化する傾向にあり、装置全体の小型化、軽量化を阻害する
という問題がある。
【０００４】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、投光側反射手段の回転
位置を検出する構成を、より小型に、且つ簡易なものとすることができ、装置全体の小型
化、軽量化を効果的に図りうる位置検出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明は、指向性を有する検出光を発する光源と、
前記光源からの前記検出光の少なくとも一部を空間に向けて反射する反射面を備えた投光
側反射手段と、前記投光側反射手段を所定の中心軸を中心として回転させる回転機構と、
前記回転機構を駆動する駆動手段と、前記空間に位置する検出物体からの反射光を受光す
る第１の受光手段と、前記投光側反射手段の前記反射面にて反射された前記検出光が前記
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検出物体に照射されたときに、当該検出物体からの前記反射光を前記第１の受光手段に向
けて反射する受光側反射手段と、前記投光側反射手段から発せられる前記検出光を受光す
る第２の受光手段と、前記投光側反射手段が所定の回転位置となったときに、当該投光側
反射手段の前記反射面にて反射された前記検出光、又は前記反射面を透過した前記検出光
を、前記第２の受光手段に導く導光手段と、前記第２の受光手段による検出結果に基づき
、前記投光側反射手段の回転位置を検出する回転位置検出手段と、を備えたことを特徴と
する。
【０００６】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の位置検出装置において、前記受光側反射手段は、
凹面鏡からなることを特徴とする。
【０００７】
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載の位置検出装置において、前記導光手
段は、前記投光側反射手段が前記所定の回転位置となったときに、当該投光側反射手段か
ら発せられる前記検出光の経路上に位置し、且つ当該導光手段に入射する前記検出光を前
記第２の受光手段に導く導光部材を有してなることを特徴とする。
【０００８】
　請求項４の発明は、請求項３に記載の位置検出装置において、前記導光部材が、光ファ
イバからなることを特徴とする。
【０００９】
　請求項５の発明は、請求項３に記載の位置検出装置において、前記導光部材が、屈折率
の異なる複数の複数材料を組み合わせてなる光導波路からなることを特徴とする。
【００１０】
　請求項６の発明は、請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の位置検出装置におい
て、前記投光側反射手段は、当該投光側反射手段に入射する前記検出光の一部を前記反射
面にて反射する第１の反射部と、前記反射面を透過する前記検出光を前記反射面とは異な
る方向に反射する第２の反射部と、を有するビームスプリッタからなり、前記導光手段は
、前記第２の反射部を有してなることを特徴とする。
【００１１】
　請求項７の発明は、請求項６に記載の位置検出装置において、前記ビームスプリッタが
前記所定の回転位置となったときに前記第２の反射部にて反射した前記検出光が前記第２
の受光手段で受光され、前記ビームスプリッタが前記所定の回転位置とは異なる第２の回
転位置となったときに前記第１の反射部にて反射した前記検出光が前記第２の受光手段で
受光されることを特徴とする。
【００１２】
　請求項８の発明は、請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の位置検出装置におい
て、前記受光側反射手段は、前記投光側反射手段と連結され、当該投光側反射手段と共に
前記中心軸を中心として回転する構成をなし、前記モータは、前記中心軸と異なる位置で
回転する駆動軸を有し、前記受光側反射手段と前記投光側反射手段とが一体化してなる投
受光ユニットに対し、前記駆動軸の駆動力を伝達する伝達機構が設けられていることを特
徴とする。
【００１３】
　請求項９の発明は、指向性を有する検出光を発する光源と、
　前記光源からの前記検出光の少なくとも一部を空間に向けて反射する反射面を備えた投
光側反射手段と、前記投光側反射手段を所定の中心軸を中心として回転させる回転機構と
、前記回転機構を駆動する駆動手段と、前記空間に位置する検出物体からの反射光を受光
する第１の受光手段と、前記投光側反射手段の前記反射面にて反射された前記検出光が前
記検出物体に照射されたときに、当該検出物体からの前記反射光を前記第１の受光手段に
向けて反射する受光側反射手段と、前記投光側反射手段が所定の回転位置となったときに
、当該投光側反射手段の前記反射面にて反射された前記検出光、又は前記反射面を透過し
た前記検出光を、前記第１の受光手段に導く導光手段と、前記第１の受光手段による検出
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結果に基づき、前記投光側反射手段の回転位置を検出する回転位置検出手段と、を備えた
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１の発明は、投光側反射手段から発せられる検出光を受光する第２の受光手段と
、投光側反射手段が所定の回転位置となったときに、当該投光側反射手段の反射面にて反
射された検出光、又は反射面を透過した検出光を、第２の受光手段に導く導光手段とが設
けられているため、投光側反射手段が所定の回転位置となる毎に第２の受光手段にて検出
光が良好に受光されるようになり、回転位置検出の基準となる基準位置を複雑な構成を用
いることなく簡易に検出できるようになる。そして、このような第２の受光手段での受光
結果（即ち、基準位置検出結果）に基づいて投光側反射手段の回転位置検出がなされるた
め、投光側反射手段の回転位置を検出するための構成がより小型かつ簡易なものとなり、
ひいては装置全体の小型化、軽量化を効果的に図ることができる。
【００１５】
　請求項２の発明は、受光側反射手段が凹面鏡によって構成されているため、部品点数を
多くすることなく、且つ複雑な構成とすることなく、検出物体からの反射光を広い範囲で
取り込みつつ反射させ、第１の受光手段側に集光することができる。
【００１６】
　請求項３の発明は、投光側反射手段が所定の回転位置となったときに、当該投光側反射
手段から発せられる検出光の経路上に位置するように導光部材が構成されている。このよ
うにすると、投光側反射手段が所定の回転位置となったときに当該投光側反射手段から発
せられる検出光が導光部材に取り込まれて安定的に第２の受光手段側に案内されるため、
第２の受光手段は、投光側反射手段からの検出光を外乱光の影響を抑えつつ受光できるよ
うになる。
【００１７】
　請求項４の発明のように、導光部材を光ファイバによって構成すると、簡易な構成で検
出光を良好に導くことができる。
【００１８】
　請求項５の発明のように、導光部材を屈折率の異なる複数の複数材料を組み合わせてな
る光導波路によって構成すると、簡易な構成で検出光を良好に導くことができる。
【００１９】
　請求項６の発明は、第１の反射部を透過した検出光を、第１の反射部による反射方向と
は異なる方向に反射する第２の反射部を有しており、当該第２の反射部にて反射した検出
光を回転位置検出に用いている。このようにすると、第１の反射部にて反射した検出光を
検出物体の検出に利用しつつ、当該検出光（第１の反射部にて反射した検出光）とは異な
る向きに発せられる検出光（第２の反射部にて反射した検出光）を回転位置検出に利用で
きる。即ち、投光側反射手段にて２方向に分岐する検出光を利用して検出物体の検出及び
回転位置の検出をいずれも良好に行うことができる。
【００２０】
　請求項７の発明は、ビームスプリッタが所定の回転位置となったときに第２の反射部に
て反射した検出光が第２の受光手段で受光され、ビームスプリッタが所定の回転位置とは
異なる第２の回転位置となったときに第１の反射部にて反射した検出光が第２の受光手段
で受光されるようになっている。このようにすると、第２の反射部にて反射した検出光の
みならず、第１の反射部にて反射した検出光（検出物体の検出に用いる検出光）をも利用
して回転位置検出を行うことができ、装置構成を大型化、複雑化することなく検出精度を
高めることができる。
【００２１】
　請求項６項８の発明は、受光側反射手段と投光側反射手段とが連結され、これらが一体
化してなる投受光ユニットが中心軸を中心として回転する構成をなしている。このように
すると、投光側反射手段の向きと受光側反射手段の向きを合わせることができる。更に、
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受光側反射手段と投光側反射手段とが一体化してなる投受光ユニットに対し、モータの駆
動軸の駆動力を伝達する伝達機構が設けられているため、投受光ユニットの一部がモータ
の駆動軸となる構成と比較してモータや駆動軸の小型化を図りやすくなる。
【００２２】
　請求項９の発明によれば、回転位置検出の基準となる基準位置を複雑な構成を用いるこ
となく簡易に検出できるようになる。特に、第１の受光手段が空間の物体を検出する機能
と、基準位置を検出する機能とを兼ねるため、投光側反射手段の回転位置を検出するため
の構成がより一層小型かつ簡易なものとなり、ひいては装置全体の小型化、軽量化をより
効果的に図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　[第１実施形態]
　以下、本発明の位置検出装置を具現化した第１実施形態について、図面を参照して説明
する。
　図１は、本発明の第１実施形態に係る位置検出装置の要部を概略的に示す概略図である
。図２は、図１の位置検出装置の伝達機構を説明する説明図である。図３は、図１の位置
検出装置において、検出光がビームスプリッタで分岐する様子を説明する説明図であり、
図４は、図３の状態からビームスプリッタが１８０°回転した状態を説明する説明図であ
る。
【００２４】
　図１に示すように、本実施形態に係る位置検出装置１は、検出光Ｌ１を発する光源２と
、光源２からの検出光Ｌ１の一部を空間に向けて反射する反射面５１ａ（図３）を備えた
ビームスプリッタ５０とを備えている。光源２は、レーザダイオード３とこのレーザダイ
オード３からのレーザ光を集光する集光レンズ４によって構成されており、検出光Ｌ１と
して指向性を有するレーザ光を出射する構成をなしている。また、位置検出装置１では、
光源２とビームスプリッタ５０とが対向して配置されており、光源２から出射された検出
光Ｌ１は、後述する中心軸Ｘ１の方向を入射方向としてビームスプリッタ５０に入射する
ようになっている。
【００２５】
　ビームスプリッタ５０は、図１、図３に示すように、光源２から出射された検出光Ｌ１
を、中心軸Ｘ１と直交する向きの２つの光（検出光Ｌ２，Ｌ３）に分岐する構成をなして
いる。具体的には、図３に示すように、中心軸Ｘ１に対して傾斜した反射面５１ａを有す
る第１の反射部５１と、中心軸Ｘ１に対して傾斜した反射面５２ａを有する第２の反射部
５２とを有しており、光源２側から入射する検出光Ｌ１の一部が第１の反射部５１の反射
面５１ａにて反射し、中心軸Ｘ１と直交する向きの検出光Ｌ２として投射されるようにな
っている。
【００２６】
　また、第１の反射部５１を透過した光の少なくとも一部が第２の反射部５２の反射面５
２ａにて反射し、中心軸Ｘ１と直交する向きであって且つ検出光Ｌ２とは異なる向きの検
出光Ｌ３として投射されるようになっている。なお、図３のビームスプリッタ３は、反射
面５１ａと反射面５２ａとが直交する位置関係にあり、検出光Ｌ２と検出光Ｌ３とが逆向
きに投射されるようになっている。
　本実施形態では、ビームスプリッタ５０が「投光側反射手段」の一例に相当する。
【００２７】
　また、位置検出装置１には、回転機構５が設けられている。回転機構５は、ビームスプ
リッタ５０が固定されるプーリ１４と、このプーリ１４に連結された軸部材１６と、軸部
材１６を回転可能に支持する一対の軸受１１、１２とによって構成されており、ビームス
プリッタ５０を、中心軸Ｘ１を中心として回転させるように機能している。この構成では
、軸部材１６の回転軸が中心軸Ｘ１に相当し、検出光Ｌ１の光軸が中心軸Ｘ１の延長線上
にあるため、軸部材１６に連結されたプーリ１４及びこのプーリ１４に固定されたビーム
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スプリッタ５０が検出光Ｌ１の光軸を中心として回転する構成となっている。
【００２８】
　ビームスプリッタ５０に設けられた第１の反射部５１は、反射面５１ａと中心軸Ｘ１と
のなす角度が４５度となっており（即ち、反射面５１ａと、当該反射面５１ａに入射する
検出光Ｌ１の光軸とのなす角度が４５度となっており）、ビームスプリッタ５０が中心軸
Ｘ１を中心として回転したときに、いずれの回転位置においても、反射面５１ａと検出光
Ｌ１の光軸とのなす角度が常に４５度となるように設定されている。従って、反射面５１
ａからの検出光Ｌ２の光軸の向きは、常に、ビームスプリッタ５０に入射する検出光Ｌ１
の光軸と直交する方向となり、中心軸Ｘ１を鉛直方向と一致させたときには、検出光Ｌ２
が水平方向に走査されることとなる。
【００２９】
　一方、ビームスプリッタ５０が設けられた上方側とは反対の下方側には、凹面鏡２０と
、フォトダイオード２５とが互いに対向して設けられている。凹面鏡２０は、保持部材１
８を介して軸部材１６に固定されており、軸部材１６及びこれに連結されたビームスプリ
ッタ５０と共に中心軸Ｘ１を中心として一体的に回転する構成をなしている。また、凹面
鏡２０は、側方の空間からの光（具体的には、ビームスプリッタ５０の反射面５１ａにて
反射された検出光Ｌ２が向かう側の空間からの光）をフォトダイオード２５に向けて反射
する構成をなしており、検出光Ｌ２が空間に位置する検出物体に照射されたときに、当該
検出物体からの反射光をフォトダイオード２５に向けて反射するように機能する。なお、
凹面鏡２０の反射面は、例えば放物線を軸中心に回転して得られる放物面とされ、フォト
ダイオード２５の受光面が当該放物面による焦点となるように設置されているため、反射
光がフォトダイオード２５の受光面に効率よく集光されるようになっている。
【００３０】
　フォトダイオード２５は、検出光Ｌ２が検出物体にて反射した反射光を検出し電気信号
に変換する構成をなしている。本実施形態では検出物体からの反射光のうち所定領域のも
のが凹面鏡２０にて反射する構成となっており、フォトダイオード２５は、この凹面鏡２
０にて反射した光を受光するように構成されている。
　なお、フォトダイオード２５は、「第１の受光手段」の一例に相当する。また、凹面鏡
２０は、「受光側反射手段」の一例に相当する。
【００３１】
　また、図１の位置検出装置１には、回転機構５を駆動するモータ３０が設けられている
。モータ３０は、例えばＤＣモータなどによって構成されており、図示しない公知のモー
タ制御回路によって制御されて駆動軸３１を回転駆動する構成をなしている。なお、モー
タ３０の駆動軸３１は、中心軸Ｘ１から離れた位置において当該中心軸Ｘ１と平行な回転
軸を中心として回転する構成をなしている。
【００３２】
　図１、図２に示すように、モータ３０の駆動軸３１には、プーリ３２が固定されており
、プーリ３２の駆動力がベルト３４によってプーリ１４に伝達され、このプーリ１４、ビ
ームスプリッタ５０、軸部材１６、保持部材１８、凹面鏡２０からなる投受光ユニットが
一体的に回転するようになっている。なお、位置検出装置１では、プーリ３２、プーリ１
４、ベルト３４によって伝達機構７が構成されており、モータ３０の駆動軸３１の駆動力
を上記投受光ユニットに伝達するように機能している。
【００３３】
　更に、本実施形態に係る位置検出装置１には、「第２の受光手段」に相当する受光セン
サ１０（受光センサ１０は、例えばフォトダイオードなどによって構成される）と、検出
光を受光センサ１０に導く「導光手段」とが設けられている。具体的には、ビームスプリ
ッタ５０に形成された第２の反射部５２と、ビームスプリッタ５０からの光を所定位置に
導く光ファイバ８とによって「導光手段」が構成されており、ビームスプリッタ５０が所
定の回転位置（図１、図３に示す回転位置）となったときに検出光Ｌ３を受光センサ１０
に導くように機能している。
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【００３４】
　図３に示すように、第２の反射部５２は、第１の反射部５１の反射面５１ａを透過した
光を反射面５２ａにて反射させるように機能している。また、第２の反射部５２の反射面
５２ａと中心軸Ｘ１とのなす角度は４５度となっており（即ち、反射面５２ａと反射面５
１ａを透過する検出光Ｌ１の光軸とのなす角度が４５度となっており）、ビームスプリッ
タ５０が中心軸Ｘ１を中心として回転したときに、いずれの回転位置においても、反射面
５２ａと検出光Ｌ１の光軸とのなす角度が常に４５度となるように設定されている。従っ
て、反射面５２ａからの検出光Ｌ３の向きは、常に、ビームスプリッタ５０に入射する検
出光Ｌ１の光軸と直交する方向となり、中心軸Ｘ１を鉛直方向と一致させたときには、検
出光Ｌ３が水平方向に移動することとなる。
【００３５】
　図３に示すように、光ファイバ８の光導入部８ａは、検出光Ｌ３が移動する仮想平面（
即ち、中心軸Ｘ１と直交する仮想的な平面）上に位置しており、ビームスプリッタ５０が
図１、図３に示すような所定の回転位置となったときに、反射面５１ａを透過し且つ反射
面５２ａにて反射した検出光Ｌ３が光導入部８ａに入射するようになっている。光導入部
８ａに入射する検出光Ｌ３は、光ファイバー８によって受光センサ１０に導かれ、当該受
光センサ１０によって受光される。
【００３６】
　また、図４に示すように、ビームスプリッタ５０が上記所定の回転位置（図１、図３）
から中心軸Ｘ１を中心として１８０度回転した第２の回転位置となったときには、第１の
反射部５１の反射面５１ａにて反射した検出光Ｌ２の経路上に光ファイバ８の光導入部８
ａが位置するようになっており、このとき検出光Ｌ２が光ファイバ８によって受光センサ
１０に導かれ、当該受光センサ１０によって受光されるようになっている。即ち、ビーム
スプリッタ５０は、検出光Ｌ２と検出光Ｌ３とが互いに逆向きに投射されるようになって
いるため、１８０度回転する毎に受光センサ１０によって検出光が検出されるようになっ
ている。
【００３７】
　また、図１に示すように、位置検出装置１には、制御基板２７が設けられている。この
制御基板２７には、位置検出装置１の全体的制御を司る図示しない制御回路（ＣＰＵを備
えたマイクロコンピュータなどによって構成される回路）、メモリ（図示略）、レーザダ
イオード３を駆動する駆動回路（図示略）、モータ３０を駆動する駆動回路（図示略）な
どが搭載されている。制御基板２７に設けられた制御回路は、レーザダイオード３の駆動
回路に対して駆動信号を出力したり、フォトダイオード２５、受光センサ１０からの受光
信号を取得したり、或いは各種演算処理を行うように機能している。
【００３８】
　次に、位置検出装置１の作用について説明する。図１に示す位置検出装置１では、上記
制御回路及び駆動回路によってレーザダイオード３が駆動され、検出光Ｌ１が出射される
と、当該検出光Ｌ１がビームスプリッタ５０に入射すると共に、その入射する検出光Ｌ１
の一部が第１の反射部５１（図１）にて反射し、検出光Ｌ２として空間に向けて投射され
る。
【００３９】
　第１の反射部５１（図３）にて反射した検出光Ｌ２は空間に位置する検出物体にて反射
し、この反射光の一部が凹面鏡２０に入射する。凹面鏡２０は、この反射光をフォトダイ
オード２５側へ反射し、フォトダイオード２５は、凹面鏡２０からの反射光を受光したと
きに受光量に応じた電気信号を出力する。この構成では、例えば、レーザダイオード３の
駆動を開始してからフォトダイオード２５によって検出物体からの反射光が検出されるま
での時間を測定することにより検出物体までの距離を求めることができる。また、そのと
きの、ビームスプリッタ５０の回転位置を検出することで方位をも求めることができる。
【００４０】
　ビームスプリッタ５０の回転位置の検出は、受光センサ１０での検出結果に基づき、以
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下のようにして行われる。
　本実施形態に係る位置検出装置１では、ビームスプリッタ５０が所定の回転位置（図１
、図３）になったときに検出光Ｌ３が光ファイバ８に入射し、受光センサ１０によって受
光されるようになっており、このような受光がなされる回転位置（受光センサ１０が検出
光Ｌ３を受光する回転位置）を基準位置として回転位置の検出が行われる。
【００４１】
　検出光Ｌ３が受光センサ１０に受光される回転位置を基準位置として回転位置の検出を
行う構成は様々に考えられるが、例えば、検出光Ｌ３が受光センサ１０に受光される毎に
、一回転パルスを発生する構成とし、この一回転パルスをＰＬＬなどによって分周するこ
とにより各回転位置に対応するパルスを発生させるようにし、このパルスに基づいて上記
制御回路によって演算処理を行い、回転位置を算出するようにしてもよい。なお、このよ
うな回転位置検出方法は、第１の反射部５１からの検出光Ｌ２が光ファイバ８に入射しな
い構成でも好適に行われる。
【００４２】
　また、図３、図４のように、受光センサ１０により、第２の反射部５２からの検出光Ｌ
３のみならず、第１の反射光５１からの検出光Ｌ２をも受光する構成とした場合、これら
検出光Ｌ２，Ｌ３に基づいて回転位置の検出を行うようにしてもよい。例えば、検出光Ｌ
２，Ｌ３が受光センサ１０に受光される毎に、半回転パルスを発生させる構成とし、この
半回転パルスをＰＬＬなどによって分周することにより各回転位置に対応するパルスを発
生させるようにし、このパルスに基づいて上記制御回路によって演算処理を行い、回転位
置を算出するようにしてもよい。
【００４３】
　いずれにしても、本実施形態では制御基板２７（より詳しくは制御基板２７に搭載され
る上記制御回路）が「回転位置検出手段」の一例に相当し、投光側反射手段の回転位置を
検出するように機能する。
【００４４】
　本実施形態の構成によれば、例えば以下のような効果を奏する。
　本実施形態に係る位置検出装置１は、ビームスプリッタ５０が所定の回転位置となった
ときに、当該ビームスプリッタ５０の反射面５１ａを透過した検出光を、受光センサ１０
に導く第２の反射部５２及び光ファイバ８が設けられているため、ビームスプリッタ５０
が所定の回転位置となる毎に受光センサ１０にて検出光Ｌ３が良好に受光されるようにな
り、回転位置検出の基準となる基準位置を複雑な構成を用いることなく簡易に検出できる
ようになる。そして、このような受光センサ１０での受光結果（即ち、基準位置検出結果
）に基づいてビームスプリッタ５０の回転位置検出がなされるため、ビームスプリッタ５
０の回転位置を検出するための構成がより小型かつ簡易なものとなり、ひいては装置全体
の小型化、軽量化を効果的に図ることができる。
【００４５】
　また、受光側反射手段が凹面鏡２０によって構成されているため、部品点数を多くする
ことなく、且つ複雑な構成とすることなく、検出物体からの反射光を広い範囲で取り込み
つつ反射させ、フォトダイオード２５側に集光することができる。
【００４６】
　また、ビームスプリッタ５０が所定の回転位置となったときに、当該ビームスプリッタ
５０から発せられる検出光の経路上に位置するように光ファイバ８（導光部材）が構成さ
れている。このようにすると、ビームスプリッタ５０が所定の回転位置となったときに当
該ビームスプリッタ５０から発せられる検出光が光ファイバ８に取り込まれて受光センサ
１０側に案内されるため、受光センサ１０は、ビームスプリッタ５０からの検出光を外乱
光の影響を抑えつつ受光できるようになる。
【００４７】
　また、第１の反射部５１を透過した検出光を、第１の反射部５１による反射方向とは異
なる方向に反射する第２の反射部５２を有しており、当該第２の反射部５２にて反射した



(10) JP 2010-54430 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

検出光を回転位置検出に用いている。このようにすると、第１の反射部５１にて反射した
検出光を検出物体の検出に利用しつつ、当該検出光（第１の反射部５１にて反射した検出
光）とは異なる向きに発せられる検出光（第２の反射部５２にて反射した検出光）を回転
位置検出に利用できる。即ち、投光側反射手段にて２方向に分岐する検出光を利用して検
出物体の検出及び回転位置の検出をいずれも良好に行うことができる。
【００４８】
　また、ビームスプリッタ５０が所定の回転位置となったときに第２の反射部５２にて反
射した検出光Ｌ３が受光センサ１０で受光され、ビームスプリッタ５０が所定の回転位置
とは異なる第２の回転位置となったときに第１の反射部５１にて反射した検出光Ｌ２が受
光センサ１０で受光されるようになっている。このようにすると、第２の反射部５２にて
反射した検出光Ｌ３のみならず、第１の反射部５１にて反射した検出光Ｌ２（検出物体の
検出に用いる検出光）をも利用して回転位置検出を行うことができ、装置構成を大型化、
複雑化することなく検出精度を高めることができる。
【００４９】
　また、凹面鏡１０とビームスプリッタ５０とが連結され、これらが一体化してなる投受
光ユニットが中心軸Ｘ１を中心として回転する構成をなしている。このようにすると、ビ
ームスプリッタ５０の向きと凹面鏡１０の向きを合わせることができる。更に、この投受
光ユニットに対し、モータ３０の駆動軸３１の駆動力を伝達する伝達機構７が設けられて
いるため、投受光ユニットの一部がモータ３０の駆動軸３１となる構成と比較してモータ
３０や駆動軸３１の小型化を図りやすくなる。
【００５０】
　［第２実施形態］
　次に第２実施形態について説明する。図５は、第２実施形態に係る位置検出装置２００
の要部を概略的に例示する概略図である。なお、第２実施形態に係る位置検出装置２００
は、モータ３０の駆動軸３１にロータリエンコーダが取り付けられている点が第１実施形
態と異なっており、それ以外は第１実施形態と同様である。
【００５１】
　図５に示すように、位置検出装置２００は、モータ３０の駆動軸３１に円板２０１が取
り付けられており、円板２０１が駆動軸３１と一体的に回転する構成をなしている。円板
２０１は、公知のロータリエンコーダで用いられるスリット円板であり、外周に沿って所
定間隔毎（例えば４°毎）にスリットが形成されている。また、この円板２０１の付近に
は、スリットを検出するための図示しない投光素子及び受光素子が設けられており、これ
ら円板２０１、投光素子、受光素子によってロータリエンコーダが構成されている。
【００５２】
　本実施形態では、第１実施形態で説明した基準位置の検出（即ち、ビームスプリッタ５
０から発せられる検出光の検出）と、ロータリエンコーダによる回転位置の検出とを併用
しており、受光センサ１０による検出光の受光結果に基づいてビームスプリッタ５０の回
転基準位置を検出し、その回転基準位置に対してビームスプリッタ５０がどの程度回転し
たかを上記ロータリエンコーダによって検出するようにしている。例えば、回転基準位置
検出後のスリット検出数をカウントすることで回転位置を把握できる。
【００５３】
　なお、図５の構成では、円板２０１に形成されたスリットの検出結果に基づき、基準位
置に対してどの程度回転したかを把握しているが、スリット間隔よりも小さい角度で位置
検出したい場合にはスリット位置検出タイミングを複数分割した各タイミング（例えば１
６分割した各タイミング）を検出することにより必要な分解能を得ることができる。
【００５４】
　［第３実施形態］
　次に、第３実施形態について説明する。図６は、第３実施形態に係る位置検出装置３０
０の要部を概略的に例示する概略図である。第３実施形態の位置検出装置３００は、構成
的には、ビームスプリッタ５０をミラー６０に変更した点のみが第１実施形態と異なり、
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それ以外は第１実施形態と同様である。よって同様の部分については第１実施形態と同一
の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００５５】
　本実施形態の位置検出装置３００では、投光側反射手段としてミラー６０が設けられて
いる。このミラー６０は、反射面６０ａと中心軸Ｘ１とのなす角度が４５度となっており
（即ち、反射面６０ａと検出光Ｌ１の光軸とのなす角度が４５度となっており）、入射す
る検出光Ｌ１がミラー６０にて直角に反射するようになっており、ミラー６０がどのよう
な回転位置にあっても、当該ミラー６０で反射した検出光Ｌ４の向きが、中心軸Ｘ１に対
して直交する向きとなっている。即ち、ミラー６０で反射する検出光Ｌ４が中心軸Ｘ１と
直交する仮想平面に沿って移動するようになっている。
【００５６】
　このように構成される位置検出装置３００では、ミラー６０が所定の回転位置（図６の
状態からミラー６０が１８０°回転した位置）となったときに、当該ミラー６０の反射面
６０ａにて反射した検出光Ｌ４が光ファイバ８に入射し、このとき、検出光Ｌ４は光ファ
イバ８によって受光センサ１０側に案内され、光ファイバ８によって受光されるようにな
っている。本実施形態では、光ファイバ８が「導光部材」「導光手段」の一例に相当する
。
【００５７】
　この構成では、ミラー６０が一回転する毎に検出光Ｌ４が受光センサ１０で受光される
。従って、その受光時に一回転パルスを発生させるように構成すると共に、この一回転パ
ルスをＰＬＬなどによって分周することにより各回転位置に対応するパルスを発生させる
ようにし、このパルスに基づいて上記制御回路によって演算処理を行い、ミラー６０の回
転位置を算出することができる。また、受光センサ１０による検出光Ｌ４の検出（即ち、
基準位置の検出）と、第２実施形態のようなロータリエンコーダによる検出とを併用して
もよい。
【００５８】
　［第４実施形態］
　次に、第４実施形態について説明する。図７は、第４実施形態に係る位置検出装置４０
０の要部を概略的に例示する概略図である。第４実施形態の位置検出装置４００は、構成
的には、受光センサ１０を省略した点、ファイバ８の光導出部がフォトダイオード２５付
近となるようにファイバ８を延ばした点のみが第３実施形態と異なり、それ以外は第３実
施形態と同様である。よって同様の部分については第３実施形態と同一の符号を付し、詳
細な説明は省略する。
【００５９】
　本実施形態の位置検出装置４００も、指向性を有する検出光を発する光源２と、光源２
からの検出光の少なくとも一部を空間に向けて反射する反射面６０ａを備えたミラー６０
（投光側反射手段）と、ミラー６０を所定の中心軸Ｘ１を中心として回転させる回転機構
５と、回転機構５を駆動するモータ３０（駆動手段）と、空間に位置する検出物体からの
反射光を受光するフォトダイオード２５（第１の受光手段）と、ミラー６０の反射面６０
ａにて反射された検出光が検出物体に照射されたときに、当該検出物体からの反射光をフ
ォトダイオード２５に向けて反射する凹面鏡２０（受光側反射手段）とを備えている。
【００６０】
　更に本実施形態では、ミラー６０が所定の回転位置となったときに、当該ミラー６０の
反射面６０ａにて反射された検出光をフォトダイオード２５に導くファイバ４０８を備え
ている。このファイバ４０８は、「導光手段」の一例に相当するものであり、ミラー６０
が所定の回転位置となったときに、当該ミラー６０にて反射される検出光の経路上に先端
部（導光部）が位置し、且つ当該ファイバ４０８に入射する検出光をフォトダイオード２
５に導く構成をなしている。
【００６１】
　制御基板２７（回転検出手段）による回転検出の方法は、基準位置に基づいて回転検出
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を行う点については上記実施形態と同様であり、第１実施形態等では受光センサ１０が検
出光Ｌ３を受光する回転位置を基準位置としていたのに対し、第４実施形態では、フォト
ダイオード２５がファイバ４０８から導出される検出光を受光する回転位置を基準位置と
している点のみが上記実施形態と異なっている。制御基板２７では、このようなフォトダ
イオード２５による検出結果（即ち、ファイバ４０８から導出される検出光の受光結果）
に基づき、上記実施形態と同様の演算によりミラー６０の回転位置を検出している。
【００６２】
　本実施形態の構成によれば、回転位置検出の基準となる基準位置を複雑な構成を用いる
ことなく簡易に検出できるようになる。特に、第１の受光手段が空間の物体を検出する機
能と、基準位置を検出する機能とを兼ねるため、投光側反射手段の回転位置を検出するた
めの構成がより一層小型かつ簡易なものとなり、ひいては装置全体の小型化、軽量化をよ
り効果的に図ることができる。
【００６３】
　［他の実施形態]
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００６４】
　上記実施形態では、レーザ光を出射するレーザダイオードを有する光源を例示したが、
指向性を有するものであれば別の構成であってもよく、例えば、ＬＥＤと集光レンズなど
によって光源を構成してもよい。
【００６５】
　上記実施形態では導光部材として光ファイバ８を例示したが、投光側反射手段が所定の
回転位置となったときに当該投光側反射手段からの検出光を取り込み、かつ第２の受光手
段側に案内しうる構成であれば別の例でもよい。例えば、屈折率の異なる２つの材料で構
成した導波路を導光部材として用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る位置検出装置の要部を概略的に示す概略図
である。
【図２】図２は、伝達機構を説明する説明図である。
【図３】図３は、検出光がビームスプリッタで分岐する様子を説明する説明図である。
【図４】図４は、図３の状態からビームスプリッタが１８０°回転した状態を説明する説
明図である。
【図５】図５は、本発明の第２実施形態に係る位置検出装置の要部を概略的に示す概略図
である。
【図６】図６は、本発明の第３実施形態に係る位置検出装置の要部を概略的に示す概略図
である。
【図７】図７は、本発明の第４実施形態に係る位置検出装置の要部を概略的に示す概略図
である。
【符号の説明】
【００６７】
　１，２００，３００，４００…位置検出装置
　２…光源
　５…回転機構
　７…伝達機構
　８…ファイバ（導光部材、導光手段）
　１０…受光センサ（第２の受光手段）
　２０…凹面鏡（受光側反射手段）
　２５…フォトダイオード（第１の受光手段）
　２７…制御基板（回転位置検出手段）
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　３０…モータ（駆動手段）
　３１…駆動軸
　５０…ビームスプリッタ（投光側反射手段）
　５１…第１の反射部
　５１ａ…反射面
　５２…第２の反射部（導光手段）
　６０…ミラー（投光側反射手段）
　４０８…ファイバ（導光手段）
　Ｘ１…中心軸

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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